
所得金額の確認

注１：退職所得は国保税の計算上、原則非課税収入となるため、前年の所得には含まれません。

昨年一年間（1～12月）の所得の種類は？

給与収入

のみ

年金収入

のみ
営業、農業などの

事業所得がある

給与と年金など、

複数の所得があった

事業所得があり、

専従者控除がある

収入が

なかった

【源泉徴収票】

※見本①

をご用意ください。

【公的年金等の源泉徴収票】

※見本②

をご用意ください。

【確定申告書】※見本③

または

【市民税県民税申告書控】※見本④

をご用意ください。
確定申告書の控えなど、前年の収入・所得がわか

るものをご用意いただいた上、窓口までお問い合

わせいただくか、来庁いただくことをおすすめし

ます。

担当：盛岡市市民部健康保険課受付賦課係

所在地：盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館１階

所得資料を準備いただく必要はありませんが,

・どなたかの扶養として申告済みである

・無収入の申告を行っている

のいずれかであるかどうかご確認ください。

通常の所得のほかに、

譲渡所得などの

分離申告を行った



見本①　【源泉徴収票】

給与所得の源泉徴収票の

「給与所得控除後の金額」

が給与所得金額になります。

給与所得の源泉徴収票の

「支払金額」が給与収入額になります。



見本②【公的年金等の源泉徴収票】

〇令和８年１月１日時点のご年齢に応じて使用する表を選択し、源泉徴収票の年金収入合計額を当てはまる範囲内の収入額に記入してください。

【65歳未満の方】

【65歳以上の方】

年金所得のある方は、所得を概算する必要があります。

公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」の部分を

下の表の【合計収入金額】へ記入し、所得金額をお調べくだ

さい。

複数の公的年金がある場合は、

すべての公的年金収入の合計額を記入してください。



下図の　　　部分が所得金額となります。

見本③　【確定申告書】



下図の　　　部分が所得金額となります。

見本④【市民税県民税申告書】


